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第百九十八条の三 監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、常に公正不偏の態度を

保持して、監査をしなければならない。 

② 監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様と

する。 

（平三法二四・追加） 

 


